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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１クランプ部と、第２クランプ部と、前記第１クランプ部の少なくとも一部と前記第
２クランプ部の少なくとも一部との間に設けられ前記第１クランプ部から第１深さで後退
したキャビティ部と、前記第１クランプ部と前記キャビティ部との間に設けられ前記第１
クランプ部から前記第１深さよりも浅い第２深さで後退した第１中間部と、前記第２クラ
ンプ部と前記キャビティ部との間に設けられ前記第２クランプ部から前記第１深さよりも
浅い第３深さで後退した第２中間部と、を含む第１面を有する第１金型部の前記キャビテ
ィ部の少なくとも一部からフィルムの一部を離して前記第１中間部及び前記第２中間部で
前記フィルムを保持する工程と、
　前記第１面に対向し前記キャビティ部から第１方向において離れた第２金型部と、前記
フィルムと、の間に、配線基板と、前記配線基板と前記第１方向に離れた第１半導体素子
と、前記配線基板と前記第１半導体素子との間に設けられ前記第１半導体素子から離れた
第２半導体素子と、を含む積層体を配置する工程と、
　前記フィルムの前記一部が前記キャビティ部から離れ、前記積層体の少なくとも一部が
前記フィルムと接した状態で前記第１半導体素子と前記第２半導体素子との間に第２樹脂
材料を導入する工程と、
　前記第２樹脂材料を導入する前記工程の後に、前記フィルムの少なくとも一部を前記キ
ャビティ部に接触させた状態で、前記積層体と前記フィルムとの間に第１樹脂材料を導入
する工程と、
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　を備えた半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記フィルムを保持する前記工程は、前記第１中間部に設けられた第１吸着孔と、前記
第２中間部に設けられただ第２吸着孔と、を用いて前記フィルムを保持することを含む、
請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１樹脂材料を導入する前記工程は、前記フィルムを前記キャビティ部の形状に沿
わせた状態で、前記積層体と前記フィルムとの間に前記第１樹脂材料を導入することを含
む、請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第２樹脂材料を導入する前記工程は、前記第１方向と交差する方向において前記積
層体と重なるサイド領域に前記第２樹脂材料を導入することを含み、
　前記第１樹脂材料を導入する前記工程は、前記サイド領域に設けられた前記第２樹脂材
料の一部と前記フィルムとの間に前記第１樹脂材料を導入することを含む、請求項１～３
のいずれか１つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１樹脂材料を導入する前記工程は、前記サイド領域に設けられた前記第２樹脂材
料の前記一部の一部と、前記第１樹脂材料の一部と、を混合させることを含む、請求項４
記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置において、例えば、複数の半導体チップを積層し、その周りを封止樹脂で封
止する構成がある。半導体装置において反りが生じる場合がある。反りの抑制が望まれる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１３０８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、反りを小さくできる半導体装置の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態によれば、半導体装置の製造方法は、第１クランプ部と、第２クラン
プ部と、前記第１クランプ部の少なくとも一部と前記第２クランプ部の少なくとも一部と
の間に設けられ前記第１クランプ部から第１深さで後退したキャビティ部と、前記第１ク
ランプ部と前記キャビティ部との間に設けられ前記第１クランプ部から前記第１深さより
も浅い第２深さで後退した第１中間部と、前記第２クランプ部と前記キャビティ部との間
に設けられ前記第２クランプ部から前記第１深さよりも浅い第３深さで後退した第２中間
部と、を含む第１面を有する第１金型部の前記キャビティ部の少なくとも一部からフィル
ムの一部を離して前記第１中間部及び前記第２中間部で前記フィルムを保持する工程を含
む。前記製造方法は、前記第１面に対向し前記キャビティ部から第１方向において離れた
第２金型部と、前記フィルムと、の間に、配線基板と、前記配線基板と前記第１方向に離
れた第１半導体素子と、前記配線基板と前記第１半導体素子との間に設けられ前記第１半
導体素子から離れた第２半導体素子と、を含む積層体を配置する工程を含む。前記製造方
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法は、前記フィルムの前記一部が前記キャビティ部から離れ、前記積層体の少なくとも一
部が前記フィルムと接した状態で前記第１半導体素子と前記第２半導体素子との間に第２
樹脂材料を導入する工程を含む。前記製造方法は、前記第２樹脂材料を導入する前記工程
の後に、前記フィルムの少なくとも一部を前記キャビティ部に接触させた状態で、前記積
層体と前記フィルムとの間に第１樹脂材料を導入する工程を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置を例示する模式的断面図である。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置を例示するグラフ図である。
【図３】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示するフォローチャート図であ
る。
【図４】図４（ａ）～図４（ｃ）は、第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示
する工程順模式的断面図である。
【図５】図５（ａ）及び図５（ｂ）は、第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を例
示する工程順模式的断面図である。
【図６】第３の実施形態に係る半導体装置を例示する模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、本発明の各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。　
　図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさ
の比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。同じ部分を表す場合であっても
、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。　
　本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符
号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００８】
　（第１の実施形態）　
　図１は、第１の実施形態に係る半導体装置を例示する模式的断面図である。　
　図１に示すように、本実施形態に係る半導体装置１１０は、配線基板４０と、素子部１
０Ｄと、樹脂封止部３０と、を含む。樹脂封止部３０は、例えば、第１樹脂部３１と、第
２樹脂部３２と、を含む。
【０００９】
　この例では、配線基板４０は、例えば、基板４２と、貫通電極４１と、を含む。貫通電
極４１は、基板４２を貫通する。
【００１０】
　配線基板４０の上に、素子部１０Ｄが設けられる。例えば、素子部１０Ｄと、配線基板
４０とは、接続部材４３により電気的に接続される。
【００１１】
　素子部１０Ｄの周りに第１樹脂部３１及び第２樹脂部３２が設けられる。これらの樹脂
部は、例えば封止樹脂である。
【００１２】
　素子部１０Ｄは、配線基板４０の一部４０ｃと、第１樹脂部３１の一部３１ｃと、の間
に設けられる。配線基板４０のこの一部４０ｃは、例えば、配線基板４０の内側部分（例
えば中央部分）である。第１樹脂部３１のこの一部３１ｃは、例えば、第１樹脂部３１の
内側部分（例えば中央部分）である。このように、素子部１０Ｄは、配線基板４０と第１
樹脂部３１との間の内側部分（例えば、中央部分）に設けられる。第１樹脂部３１は、素
子部１０Ｄを覆う。
【００１３】
　素子部１０Ｄは、複数の半導体素子１０を含む。複数の半導体素子１０は、例えば、第
１半導体素子１１、第２半導体素子１２及び第３半導体素子１３などを含む。第１半導体
素子１１及び第２半導体素子１２は、例えば、メモリチップである。第３半導体素子１３
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は、コントローラチップである。半導体素子１０の機能は任意である。この例では、第３
半導体素子１３のサイズは、他の半導体素子（例えば第１半導体素子１１）のサイズとは
異なる。
【００１４】
　第２半導体素子１２は、例えば、第１半導体素子１１と、第１樹脂部３１の上記の一部
３１ｃ（内側部分、例えば中央部分）と、の間に設けられる。
【００１５】
　第２半導体素子１２から第１半導体素子１１に向かう方向（第１方向）をＺ軸方向とす
る。Ｚ軸方向に対して垂直な１つの方向をＸ軸方向とする。Ｚ軸方向及びＸ軸方向に対し
て垂直な方向をＹ軸方向とする。
【００１６】
　複数の半導体素子１０（例えば、半導体チップ）は、Ｚ軸方向に積層されている。複数
の半導体素子１０は互いに離れている。複数の半導体素子１０のそれぞれは、例えば、Ｘ
－Ｙ平面に沿って広がる板状である。配線基板４０の主面は、例えば、Ｘ－Ｙ平面に対し
え実質的に平行である。配線基板４０は、例えば、Ｘ－Ｙ平面に沿って広がる板状である
。
【００１７】
　配線基板４０は、上記の一部４０ｃに加えて、他部４０ｐを含む。他部４０ｐは、例え
ば、配線基板４０の周辺部分である。他部４０ｐ（周辺部分）は、例えば、Ｘ－Ｙ平面内
において、上記の一部４０ｃ（内側部分）の周りに設けられる。
【００１８】
　第１樹脂部３１は、上記の一部３１ｃに加えて、他部３１ｐを含む。他部３１ｐは、例
えば、第１樹脂部３１の周辺部分である。他部３１ｐ（周辺部分）は、例えば、Ｘ－Ｙ平
面内において、上記の一部３１ｃ（内側部分）の周りに設けられる。
【００１９】
　第２樹脂部３２は、第１樹脂部３１と配線基板４０との間に設けられる。第２樹脂部３
２は、複数の部分（部分３２ｃ及び部分３２ｐ）を含む。部分３２ｃは、第１半導体素子
１１と第２半導体素子１２との間の素子間領域Ｒｃに設けられる。部分３２ｐは、配線基
板４０の上記の他部４０ｐ（周辺部分）と、第１樹脂部３１の上記の他部３１ｐ（周辺部
分）と、の間の周辺領域Ｒｐに設けられる。
【００２０】
　このように、第２樹脂部３２は、複数の半導体素子１０の間の素子間領域Ｒｃに設けら
れた部分３２ｃと、複数の半導体素子１０の周り（Ｘ－Ｙ平面内で周り）の周辺領域Ｒｐ
に設けられた部分３２ｐと、を含む。部分３２ｐ（周辺部分）は、部分３２ｃ（素子間部
分）と連続している。
【００２１】
　第１樹脂部３１及び第２樹脂部３２は、フィラーを含む。第１樹脂部３１は、複数の第
１フィラー３１ｆと、第１樹脂３１ｒと、を含む。第１樹脂３１ｒは、複数の第１フィラ
ー３１ｆの周りに設けられる。第１樹脂部３１は、第１フィラー含有率を有する。第１フ
ィラー含有率は、第１樹脂部３１における第１フィラー３１ｆの含有率（重量パーセント
）である。第１フィラー含有率（例えば、充填率）は、比較的高い。第１フィラー含有率
は、例えば、８０重量パーセント以上である。
【００２２】
　第２樹脂部３２は、複数の第２フィラー３２ｆと、第２樹脂３２ｒと、を含む。第２樹
脂３２ｒは、複数の第２フィラー３２ｆの周りに設けられる。第２樹脂部３２は、第２フ
ィラー含有率を有する。第２フィラー含有率は、第２樹脂部３２における第２フィラー３
２ｆの含有率（重量パーセント）である。第２フィラー含有率（例えば、充填率）は、比
較的低い。第２フィラー含有率は、第１フィラー含有率よりも低い。第２フィラー含有率
は、例えば、８２重量パーセント以下である。
【００２３】
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　本実施形態においては、樹脂部に、中間的な領域３３が設けられる。領域３３は、第２
樹脂部３２の上記の周辺領域Ｒｐに設けられた部分３２ｐと、第１樹脂部３１の上記の他
部３１ｐ（周辺部分）との間に位置する。この領域３３におけるフィラー含有率は、周辺
領域Ｒｐに設けられた上記の部分３２ｐから第１樹脂部３１の上記の他部３１ｐに向かう
方向Ｄｚに沿って連続的に上昇する。方向Ｄｚは、Ｚ軸方向に沿う方向である。
【００２４】
　以下、このような樹脂部におけるフィラー含有率の例について説明する。　
　図２は、第１の実施形態に係る半導体装置を例示するグラフ図である。　
　図２は、樹脂部におけるフィラー含有率の変化を例示している。図２の横軸は、Ｚ軸方
向（方向Ｄｚ）に沿った位置ｐｚである。位置ｐｚは、周辺領域Ｒｐに設けられた上記の
部分３２ｐと、第１樹脂部３１の上記の他部３１ｐと、を結ぶ線Ｌ１（図１参照）上の位
置である。縦軸は、フィラー含有率Ｃｆ（重量％）である。
【００２５】
　図２に示すように、第２樹脂部３２におけるフィラー含有率Ｃｆは、第２フィラー含有
率Ｃ２である。第１樹脂部３１におけるフィラー含有率Ｃｆは、第１フィラー含有率Ｃ１
である。第１フィラー含有率Ｃ１は、第２フィラー含有率Ｃ２よりも高い。
【００２６】
　第２樹脂部３２と第１樹脂部３１との間の領域３３においては、フィラー含有率は、方
向Ｄｚに沿って連続的に上昇する。
【００２７】
　このように、本実施形態においては、フィラー含有率が連続的に変化する領域３３が設
けられる。第１樹脂部３１と第２樹脂部３２との間には明確な界面がない。第１樹脂部３
１及び第２樹脂部３２は、例えば、シームレスである。２つの樹脂部の間に界面が存在す
ると、この界面で剥離が生じやすい。実施形態においては、界面が実質的に存在しないた
め、界面で生じる剥離が生じない。
【００２８】
　複数の半導体素子１０の間の素子間領域Ｒｃには、フィラー含有率が低い第２樹脂部３
２の一部（部分３２ｃ）が配置される。これにより、複数の半導体素子１０の間への樹脂
の充填性が高くできる。複数の半導体素子１０の間に高いフィラー含有率を有する樹脂を
充填する参考例においては、未充填の部分が生じやすい。
【００２９】
　一方、素子部１０Ｄを覆う第１樹脂部３１においては、高いフィラー含有率の材料が用
いられる。これにより、反り耐性が高くできる。これにより、反りを小さくできる半導体
装置が提供できる。
【００３０】
　例えば、第１樹脂部３１は、複数の半導体素子１０の間の素子間領域Ｒｃには、充填さ
れない。このため、第１樹脂部３１は、狭い空間への充填性を考慮せずに、条件（材料）
を適正化できる。例えば、封止工程後における反りを抑制できる。たとえば、半導体装置
１１０（パッケージ）における反りを抑制できる。
【００３１】
　例えば、半導体装置１１０の周りにシールド（図示しない）が設けられる場合がある。
第１樹脂部３１の条件（材料）を充填性を考慮せず適正化できるため、例えば、シールド
との密着性が高い材料を、第１樹脂部３１に用いることができる。シールドとの高い密着
性が得られる。
【００３２】
　例えば、封止樹脂にレーザを照射して刻印（マーク）を形成する場合がある。第１樹脂
部３１の条件（材料）を充填性を考慮せず適正化できるため、例えば刻印が良い材料を、
第１樹脂部３１に用いることができる。良好な刻印を形成し易くなる。
【００３３】
　実施形態においては、第１樹脂部３１の第１フィラー含有量は高い。これにより、外部
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からの応力などに対して高い耐性が得られる。高信頼性の半導体装置が得られる。
【００３４】
　実施形態において、例えば、第１樹脂部３１の線膨張係数は、第２樹脂部３２の線膨張
係数よりも低い。第１樹脂部３１において、熱による変形が小さい。例えば、第１樹脂部
３１と配線基板４０との間における線膨張係数の差が小さくできる。これにより、反りが
抑制できる。
【００３５】
　一方、第２樹脂部３２においては、狭い空間への充填性が高い材料が用いられる。例え
ば、第２樹脂部３２に含まれる複数のフィラー（第２フィラー３２ｆ）の径は、比較的小
さくされる。例えば、第２樹脂部３２に含まれる複数のフィラー（第２フィラー３２ｆ）
の平均の粒径は、第１半導体素子１１と第２半導体素子１２との間の距離ｔ１（図１参照
）の１／３以下である。これにより、第１半導体素子１１と第２半導体素子１２との間の
空間に第２樹脂部３２となる材料を良好な充填性で充填できる。
【００３６】
　例えば、第２樹脂部３２に含まれる複数のフィラー（第２フィラー３２ｆ）の平均の粒
径は、例えば、３マイクロメートル以下である。良好な充填性が得られる。
【００３７】
　例えば、第２樹脂部３２に含まれる複数のフィラー（第２フィラー３２ｆ）の最大粒径
は、例えば、２０マイクロメートル以下である。良好な充填性が得られる。
【００３８】
　例えば、第１半導体素子１１と第２半導体素子１２との間の空間に配置される第２樹脂
部３２の剛性は、これらの半導体素子を覆う第１樹脂部３１の剛性よりも高くても良い。
これにより、例えば、外部からの衝撃に対する耐性が高くできる。
【００３９】
　例えば、第２樹脂部３２の耐熱温度は、第１樹脂部３１の耐熱温度よりも高くても良い
。これにより、例えば、高温での保存性が良好にできる。
【００４０】
　図１に示すように、素子部１０Ｄの上面は、第１樹脂部３１と接しても良い。例えば、
素子部１０Ｄは、Ｘ－Ｙ平面に沿って広がる面１０Ｆ（配線基板４０に沿って広がる面）
を有する。この面１０Ｆの少なくとも一部は、第１樹脂部３１と接しても良い。例えば、
面１０Ｆの９０％以上は、第１樹脂部３１と接しても良い。素子部１０Ｄの上面（面１０
Ｆ）が第１樹脂部３１と接することで、素子部１０Ｄと第１樹脂部３１との間において高
い密着性が得られる。反りが効果的に抑制できる。
【００４１】
　すでに説明したように、実施形態においては、フィラー含有率Ｃｆが連続的に変化する
領域３３が設けられる。シームレスな樹脂部が得られる。このような構成は、例えば、以
下に説明する製造方法により製造できる。
【００４２】
　（第２の実施形態）　
　第２の実施形態は、半導体装置の製造方法に係る。本製造方法においては、金型の間に
フィルムを挿入した状態で被加工物を加工する。まず、概要について説明する。
【００４３】
　図３は、第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示するフォローチャート図で
ある。　
　図３に示すように、本製造方法は、金型の一部でフィルムを保持する（ステップＳ１１
０）。そして、金型とフィルムとの間に積層体（被処理物である配線基板４０及び素子部
１０Ｄ）を配置する（ステップＳ１２０）。第２樹脂部材料（第２樹脂部３２となる材料
）を導入し（ステップＳ１３０）、第１樹脂材料（第１樹脂部３１となる材料）を導入す
る（ステップＳ１４０）。
【００４４】
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　以下、各工程についての例について説明する。　
　図４（ａ）～図４（ｃ）は、第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示する工
程順模式的断面図である。　
　図４（ａ）に示すように、トランスファ成型装置２１０が用いられる。トランスファ成
型装置２１０においてトランスファ部７５の上（プランジャの上）に樹脂材料（第１樹脂
材料３１Ｍ及び第２樹脂材料３２Ｍ）がセットされる。そして、第１金型部５０及び第２
金型部６０が用いられる。第１金型部５０と第２金型部６０との間の距離は可変である。
例えば、１つの状態（図４（ａ）に例示した状態）において、第１金型部５０は、Ｚ軸方
向において第２金型部６０と離れている。
【００４５】
　第１金型部５０は、第１面５０ａを有する。第１面５０ａは、第２金型部６０と対向す
る。第１面５０ａは、第１クランプ部５１ｃと、第２クランプ部５２ｃと、キャビティ部
５１ｖと、第１中間部５１ｍと、第２中間部５２ｍと、を含む。キャビティ部５１ｖ、第
１中間部５１ｍ及び第２中間部５２ｍは、第１金型部５０の第１面５０ａに設けられた凹
部である。
【００４６】
　第２クランプ部５２ｃは、Ｚ軸方向と交差する方向（Ｘ－Ｙ平面に沿った少なくとも１
つの方向）において、第１クランプ部５１ｃと並ぶ。例えば、Ｚ軸方向における第２クラ
ンプ部５２ｃの位置は、Ｚ軸方向における第１クランプ部５１ｃの位置と実質的に同じで
ある。
【００４７】
　キャビティ部５１ｖは、第１クランプ部５１ｃの少なくとも一部と、第２クランプ部５
２ｃの少なくとも一部と、の間に設けられる。キャビティ部５１ｖは、第１クランプ部５
１ｃから第１深さｄ１で後退している。例えば、キャビティ部５１ｖは、第２クランプ部
５２ｃからも第１深さｄ１で後退している。
【００４８】
　第１中間部５１ｍは、第１クランプ部５１ｃとキャビティ部５１ｖとの間に設けられる
。第１中間部５１ｍは、第１クランプ部５１ｃから第２深さｄ２で後退している。第２深
さｄ２は、第１深さｄ１よりも浅い。
【００４９】
　第２中間部５２ｍは、第２クランプ部５２ｃとキャビティ部５１ｖとの間に設けられる
。第２中間部５２ｍは、第２クランプ部５２ｃから第３深さｄ３で後退している。第３深
さｄ３は、第１深さｄ１よりも浅い。
【００５０】
　このように、第１金型部５０の第１面５０ａにおいて、クランプ部とキャビティ部５１
ｖとの間に、中間の深さの中間部が設けられる。
【００５１】
　図４（ａ）に示すように、このような第１中間部５１ｍ及び第２中間部５２ｍでフィル
ム７０を保持する（ステップＳ１１０）。このとき、キャビティ部５１ｖの少なくとも一
部から、フィルム７０の一部を離して、保持する。
【００５２】
　例えば、第１金型部５０には、第１中間部５１ｍに設けられた第１吸着孔５１ｈと、第
２中間部５２ｍに設けられただ第２吸着孔５２ｈと、が設けられている。これらの吸着孔
によりフィルム７０を吸着して保持する。第１中間部５１ｍ及び第２中間部５２ｍよりも
キャビティ部５１ｖは深いため、フィルム７０はキャビティ部５１ｖの形状に沿わない。
フィルム７０とキャビティ部５１ｖとの間に空隙が形成される。このように、上記のフィ
ルム７０を保持する工程（ステップＳ１１０）は、例えば、上記の第１吸着孔５１ｈ及び
第２吸着孔５２ｈを用いてフィルム７０を保持することを含んでも良い。
【００５３】
　そして、図４（ａ）に示すように、第２金型部６０とフィルム７０との間に、積層体１
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５を配置する（ステップＳ１２０）。第２金型部６０は、第１金型部５０の上記の第１面
５０ａと対向する。第２金型部６０は、上記のキャビティ部５１ｖからＺ軸方向（第１方
向）において離れている。積層体１５は、複数の半導体素子１０と、配線基板４０と、を
含む。第１半導体素子１１は、配線基板４０と第１方向（Ｚ軸方向）において離れている
。第２半導体素子１２は、配線基板４０と第１半導体素子１１との間に設けられている。
第２半導体素子１２は、第１半導体素子から離れている。これらの半導体素子１０の間に
は、間隙１５ｇが設けられている。
【００５４】
　図４（ｂ）に示すように、トランスファ部７５を駆動する。これにより、第１半導体素
子１１と第２半導体素子１２との間（間隙１５ｇ）に第２樹脂材料３２Ｍを導入する（ス
テップＳ１３０）。このとき、第２樹脂材料３２Ｍの導入は、フィルム７０の一部がキャ
ビティ部５１ｖから離れている状態で実施する。例えば、積層体１５の少なくとも一部が
フィルム７０と接した状態で、第２樹脂材料３２Ｍが導入される。このようなフィルム７
０の状態は、例えば、中間部におけるフィルム７０の保持の強度と、樹脂材料の押し出す
圧力と、の調整により行われる。例えば、第２樹脂材料３２Ｍにおけるフィラー含有率は
、比較的低い。これにより、第２樹脂材料３２Ｍは、間隙１５ｇ内に良好な充填性で充填
される。
【００５５】
　図４（ｃ）に示すように、上記の第２樹脂材料３２Ｍを導入した工程の後に、積層体１
５とフィルム７０との間に第１樹脂材料３１Ｍを導入する（ステップＳ１４０）。例えば
、第１樹脂材料３１Ｍにおけるフィラー含有率は、第２樹脂材料３２Ｍにおけるフィラー
含有率よりも高い。第１樹脂材料３１Ｍの導入は、フィルム７０の少なくとも一部をキャ
ビティ部５１ｖに接触させた状態で行われる。これにより、フィルム７０と積層体１５と
の間に空間が形成される。これにより、積層体１５の上に第１樹脂材料３１Ｍが導入でき
る。
【００５６】
　図４（ｃ）に示すように、第１樹脂材料３１Ｍと第２樹脂材料３２Ｍとが互いに混ざっ
た中間材料３３Ｍが形成される。例えば、第１樹脂材料３１Ｍ及び第２樹脂材料３２Ｍを
熱硬化させるときに高温状態となる。材料の流動性が高まり、２つの材料が混ざり合う。
これにより、中間材料３３Ｍが形成される。
【００５７】
　第１樹脂材料３１Ｍの一部により、第１樹脂部３１が形成される。第２樹脂材料３２Ｍ
の一部により、第２樹脂部３２が形成される。第１樹脂材料３１Ｍの残りの一部、及び、
第２樹脂材料３２Ｍの残りに一部により、中間的な領域３３が形成される。
【００５８】
　このようにして半導体装置１１０が製造できる。実施形態によれば、反りを小さくでき
る半導体装置の製造方法が提供できる。
【００５９】
　図４（ｃ）に示すように、第１樹脂材料３１Ｍを導入する工程（ステップＳ１４０）に
おいて、例えば、フィルム７０をキャビティ部５１ｖの形状に沿わせた状態で、積層体１
５とフィルム７０との間に第１樹脂材料３１Ｍを導入する。
【００６０】
　例えば、第１樹脂材料３１Ｍを導入する工程（ステップＳ１４０）においては、フィル
ム７０をキャビティ部５１ｖに近づけながら第１樹脂材料を導入する。例えば、フィルム
７０とキャビティ部５１ｖとの間の距離（Ｚ軸方向に沿う距離）を減少させつつ、積層体
１５とフィルム７０との間に第１樹脂材料３１Ｍを導入する。
【００６１】
　図４（ｂ）に示すように、第２樹脂材料３２Ｍを導入する工程（ステップＳ１３０）に
おいては、例えば、サイド領域Ｒｓに第２樹脂材料３２Ｍを導入する。サイド領域Ｒｓは
、第１方向（Ｚ軸方向と交差する方向、図中で横方向）において、積層体１５と重なる。
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【００６２】
　このとき、図４（ｃ）に示すように、第１樹脂材料３１Ｍを導入する工程（ステップＳ
１４０）において、例えば、サイド領域Ｒｓに設けられた第２樹脂材料３２Ｍの一部と、
フィルム７０と、の間に、第１樹脂材料３１Ｍを導入する。既に説明したように、サイド
領域Ｒｓに設けられた第２樹脂材料３２Ｍの一部の一部と、第１樹脂材料３１Ｍの一部と
、が混合される。これにより、中間材料３３Ｍが形成される。
【００６３】
　第２樹脂材料３２Ｍ及び第１樹脂材料３１Ｍが硬化（熱硬化）した後に、第１金型部５
０の第１面５０ａと、第２金型部６０と、の間の距離を増大させる。２つの金型部を離す
。
【００６４】
　樹脂材料は硬化の際に収縮する。実施形態においては、第１樹脂材料３１Ｍの熱収縮率
は、第２樹脂材料３２Ｍの熱収縮率よりも低い。例えば、第１樹脂材料３１Ｍにおけるフ
ィラー含有率を第２樹脂材料３２Ｍにおけるフィラー含有率よりも高くする。これにより
、このような熱収縮率の関係が得られる。第１樹脂材料３１Ｍの熱収縮率を低くすること
で、反りが抑制される。第１樹脂材料３１Ｍの熱収縮率は、例えば、０．０１パーセント
以上０．３パーセント以下である。
【００６５】
　（第３の実施形態）　
　本実施形態においては、第１樹脂部３１となる樹脂膜、及び、第２樹脂部３２となる樹
脂膜を含む積層膜を用いて成型が行われる。
【００６６】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）は、第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示する
工程順模式的断面図である。　
　図５（ａ）に示すように積層樹脂層３５が準備される。積層樹脂層３５は、第１樹脂膜
３１Ｆと、第１樹脂膜３１Ｆと積層された第２樹脂膜３２Ｆと、を含む。例えば、第１樹
脂膜３１Ｆにおけるフィラー含有率は、第２樹脂膜３２Ｆにおけるフィラー含有率よりも
高い。
【００６７】
　図５（ｂ）に示すように、第１金型部５０と第２金型部６０との間に配置された積層樹
脂層３５と、第２金型部６０との間に、積層体１５を配置する。積層体１５は、配線基板
４０と、第１半導体素子１１と、第２半導体素子１２と、を含む。第２半導体素子１２は
、配線基板４０と第１半導体素子１１との間に設けられ、第１半導体素子１１から離れて
いる。積層体１５及び積層樹脂層３５を配置する際に、積層体１５と第１樹脂膜３１Ｆと
の間に第２樹脂膜３２Ｆが配置される。
【００６８】
　この後、加熱して樹脂膜を融解し、硬化させる。例えば、第２樹脂膜３２Ｆを融解して
、融解した第２樹脂膜３２Ｆの液を、第１半導体素子１１と第２半導体素子１２との間に
導入する。そして、融解した第２樹脂膜３２Ｆの液を固化させる。この工程において、例
えば、融解した第１樹脂膜３１Ｆの液の一部を、融解した第２樹脂膜３２Ｆの液の一部と
混ぜる。融解した第２樹脂膜３２Ｆの液の一部から、第２樹脂部３２が形成される。融解
した第１樹脂膜３１Ｆの液の一部から、第１樹脂部３１が形成される。混ざった部分から
、中間的な領域３３が形成される。
【００６９】
　この方法においても、中間的な領域３３におけるフィラー含有率は、Ｚ軸方向に沿って
連続的に上昇する。これにより、反りを小さくできる半導体装置及びその製造方法が提供
できる。
【００７０】
　図６は、第３の実施形態に係る半導体装置を例示する模式的断面図である。　
　図６に示す本実施形態に係る半導体装置１２０は、例えば、第３の実施形態に係る上記



(10) JP 6461031 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

の製造方法により作製されても良い。半導体装置１２０は、配線基板４０と、素子部１０
Ｄと、第１樹脂部３１と、第２樹脂部３２と、を含む。半導体装置１２０においては、第
２樹脂部３２の一部３２ｔが、素子部１０Ｄと第１樹脂部３１の一部３１ｃ（内側部分、
例えば中央部分）との間に配置されている。この例では、第２樹脂部３２の一部３２ｔと
、第１樹脂部３１の一部３１ｃとの間に、中間的な別の領域３４がさらに設けられている
。これ以外は、半導体装置１１０と同様であるので説明を省略する。
【００７１】
　半導体装置１２０を上記の第３の実施形態に係る製造方法（積層樹脂層３５を用いる方
法）で作製する場合、素子部１０Ｄと第１樹脂膜３１Ｆとの間に、第２樹脂膜３２Ｆの一
部が配置される。このため、上記のような、第２樹脂部３２の一部３２ｔが形成される。
そして、融解したときに、この部分において、第１樹脂膜３１Ｆの一部と第２樹脂膜３２
Ｆの一部とが混ざる。これにより、上記のような中間的な領域３４が形成される。
【００７２】
　半導体装置１２０においても、樹脂部がシームレスである。界面での剥がれの問題が生
じない。そして、フィラー含有率が低い第２樹脂部３２により半導体素子１０の間の空間
が良好な充填性で充填される。そして、フィラー含有率が高い第１樹脂部３１により、反
りが抑制できる。反りを小さくできる半導体装置が提供できる。
【００７３】
　単一のモールド樹脂で狭ギャップ部およびチップ封止を実施する参考例がある。この場
合、モールド樹脂には狭ギャップ部の充填性を確保するためにフィラーの平均粒径をギャ
ップ部の約１／３以下にする。フィラーの平均粒径を小さくすると、フィラーの充填率（
含有率）を上げることが困難になる。このため、チップ封止の観点において、樹脂の収縮
量が大きくなる。このため、モールド後の反り、および、パッケージの反りの制御が困難
になる。
【００７４】
　実施形態においては、チップ間にモールドアンダーフィル（第２樹脂部３２）を充填し
する。その周りにフィラー含有率の高いモールド樹脂（第１樹脂部３１）を設ける。この
とき、モールドアンダーフィルの一部がモールド樹脂の一部と混ざるようにする。界面が
生じない。モールドアンダーフィル（第２樹脂部３２）は、充填性に優れる。モールド樹
脂（第１樹脂部３１）は、反りの耐性に優れる。これにより、例えば、良好な充填性が得
られ、反りを抑制できる。モールド樹脂（第１樹脂部３１）においては、充填性以外の特
性を優先することができる。例えば、反りの抑制に加えて、マーキング性やシールド剤と
の密着性に優れる樹脂を選択することができる。
【００７５】
　実施形態によれば、反りを小さくできる半導体装置及びその製造方法を提供できる。
【００７６】
　なお、本願明細書において、「垂直」及び「平行」は、厳密な垂直及び厳密な平行だけ
ではなく、例えば製造工程におけるばらつきなどを含むものであり、実質的に垂直及び実
質的に平行であれは良い。
【００７７】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明の
実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、半導体装置に含まれる
配線基板、半導体素子、バンプ、接着部及び樹脂部などの各要素の具体的な構成に関して
は、当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果
を得ることができる限り、本発明の範囲に包含される。
【００７８】
　また、各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも
、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【００７９】
　その他、本発明の実施の形態として上述した半導体装置及びその製造方法を基にして、
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当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての半導体装置及びその製造方法も、本発明の要
旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。
【００８０】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【００８１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００８２】
　１０…半導体素子、　１０Ｄ…素子部、　１０Ｆ…面、　１１～１３…第１～第３半導
体素子、　１５…積層体、　１５ｇ…間隙、　３０…樹脂封止部、　３１、３２…第１、
第２樹脂部、　３１Ｆ、３２Ｆ…第１、第２樹脂膜、　３１Ｍ、３２Ｍ…第１、第２樹脂
材料、　３１ｃ…一部、　３１ｆ、３２ｆ…第１、第２フィラー、　３１ｐ…他部、　３
１ｒ、３２ｒ…第１、第２樹脂、　３２ｃ…部分、　３２ｐ…部分、　３２ｔ…一部、　
３３…領域、　３３Ｍ…中間材料、　３４…領域、　３５…積層樹脂層、　４０…配線基
板、　４０ｃ…一部、　４０ｐ…他部、　４１…貫通電極、　４２…基板、　４３…接続
部材、　５０…第１金型部、　５０ａ…第１面、　５１ｃ、５２ｃ…第１、第２クランプ
部、　５１ｈ、５２ｈ…第１、第２吸着孔、　５１ｍ、５１ｍ…第１、第２２中間部、　
５１ｖ…キャビティ部、　６０…第２金型部、　７０…フィルム、　７５…トランスファ
部、　１１０、１２０…半導体装置、　２１０…トランスファ成型装置、　Ｃ１、Ｃ２…
第１、第２フィラー含有率、　Ｃｆ…フィラー含有率、　Ｄｚ…方向、　Ｌ１…線、　Ｒ
ｃ…素子間領域、　Ｒｐ…周辺領域、　Ｒｓ…サイド領域、　ｄ１～ｄ３…第１～第３深
さ、　ｐｚ…位置、　ｔ１…距離
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